
   老人福祉法施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」と

いう。）の施行に関し、法、老人福祉法施行令（昭和３８年政令第２４７号。

以下「施行令」という。）及び老人福祉法施行規則（昭和３８年厚生省令第２

８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び規則で使用する用

語の例による。 

 （備付書類） 

第３条 福祉部長（以下「部長」という。）は、法第１０条の４第１項又は第１

１条第１項の規定により措置した者（以下「被措置者」という。）につき措置

台帳（別記様式第１号）を作成し、常にその記載事項について整理しておか

なければならない。 

２ 部長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理してお

かなければならない。 

（１）ケース番号登載簿（別記様式第２号） 

（２）養護受託申出書受理簿兼登録簿（別記様式第３号） 

（３）養護受託者台帳（別記様式第４号） 

 （決定通知書） 

第４条 部長は、法第１０条の４第１項又は第１１条第１項の措置（以下「入

所措置等」という。）につき、次の各号に掲げる事項を決定したときは、当該

各号に定める書面により、被措置者に対し通知しなければならない。 



（１）入所措置等の開始 措置開始通知書（別記様式第５号） 

（２）入所措置等の変更（法第１０条の４第１項の規定により便宜の供与等を

委託する老人居宅生活支援事業者（老人居宅生活支援事業を行う者をいう。

以下同じ。）法第１１条第１項の規定により入所を委託する老人ホーム（養

護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更を含む。以下同じ。）） 措置

変更通知書（別記様式第６号） 

（３）入所措置等の廃止 措置廃止通知書（別記様式第７号） 

 （養護受託申出書等） 

第５条 規則第１条の７の規定による申出は、養護受託申出書（別記様式第８

号）によらなければならない。 

２ 部長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、養護受託者とす

ることを適当と認めた者については養護受託申出書受理簿兼登録簿に登録し、

養護受託者決定通知書（別記様式第９号）により、養護受託者として不適当

と認めた者については養護受託申出却下通知書（別記様式第１０号）により、

それぞれ当該申出をした者に対し通知しなければならない。 

３ 養護受託者は、第１項の申出の内容に変更があったときは、養護受託者登

録内容変更申出書（別記様式第１１号）により部長に申し出るものとする。 

４ 部長は、前項の申出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、養護受託申出書受理簿兼登録簿及び養護受託者台帳の登録内容を訂正

し、養護受託者登録内容変更決定通知書（別記様式第１２号）により、当該

養護受託者に対し通知するものとする。 

５ 養護受託者は、養護受託を廃止するときは、養護受託廃止申出書（別記様

式第１３号）により部長に申し出なければならない。 

６ 部長は、前項の申出があったとき又は養護受託者として不適当と認めた者



があるときは、養護受託者取消通知書（別記様式第１４号）により当該養護

受託者に対し通知するものとする。 

 （措置受託依頼書等） 

第６条 部長は、入所措置等を開始するときは、入所措置等の内容に応じ、老

人居宅生活支援事業者若しくは老人ホームの長又は養護受託者（以下「施設

長等」という。）に対し、措置受託依頼書（別記様式第１５号）により依頼す

るものとする。 

２ 前項の規定により入所の依頼を受けた施設長等は、措置受諾（不承諾）書

により入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を部長に回答しな

ければならない。 

３ 部長は、入所措置等を解除するときは、施設長等に対し、措置解除通知書

（別記様式第１６号）により通知するものとする。 

４ 前３項の規定は、入所措置等の変更を行う場合について準用する。 

 （葬祭依頼書等） 

第７条 部長は、法第１１条第２項の規定により老人ホーム又は養護受託者に

その葬祭を委託するときは、葬祭依頼書（別記様式第１７号）により施設長

等に対し依頼するものとする。 

２ 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設長等は、葬祭受諾（不承諾）

書により葬祭を実施する旨、又はこれをすることができない旨を部長に回答

しなければならない。 

 （措置費請求書等） 

第８条 施設長等は、毎月分の措置費を措置費請求書により市長に請求しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を施



設長等に交付しなければならない。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


